
1.本特約が変更され、その変更内容を会員にお知らせした後に、本カード
に関する取引があった場合又はお知らせ後１ヶ月の経過をもって、会員
には内容をご承認いただいたものとみなします。

２.申込者は「カード会員規約」及び「本特約」を承認のうえ、セゾン
及びCiSS（以下「両社」という。）に入会を申し込むものとします。

発行するもので、カードの名称を「CiSSカード」（以下「本カード」と
いう。）とします。
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